
各務原市意思疎通支援事業実施要綱 

（平成１８年９月２９日決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、各務原市地域生活支援事業実施規則（平成１８年規則第７１号。

以下「規則」という。）第２条第１項第６号に規定する意思疎通支援事業（以下「支

援事業」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）聴覚障害者等 規則第５条第１号に規定する身体障害者手帳の交付を受けた聴

覚障害者又は音声若しくは言語機能障害者 

（２）手話通訳者 都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者

として登録された者 

（３）手話奉仕員 各務原市又は岐阜県で実施する奉仕員養成研修事業において手話

奉仕員として登録された者 

（４）要約筆記者 都道府県が実施する要約筆記者養成研修事業において、要約筆記

者として登録された者 

（５）要約筆記奉仕員 各務原市又は岐阜県で実施する奉仕員養成研修事業において

要約筆記奉仕員として登録された者 

（６）手話通訳相談員 手話通訳に関し相当な技能を有し、かつ、福祉制度に精通し 

  ている者で、聴覚障害者等に対し、手話通訳を通じて日常生活における様々な相

談に応じ、指導及び助言を行う者 

 （実施主体） 

第３条 支援事業の実施主体は、各務原市とする。 

 （市の責務等） 

第４条 市長は、支援事業の実施にあたり、手話通訳者、手話奉仕員、要約筆記者若

しくは要約筆記奉仕員（以下「手話通訳者等」という。）又は手話通訳相談員の健康

管理に配慮しなければならない。 

２ 市長は、研修の機会を設ける等手話通訳者等の技術と知識の向上に配慮しなけれ

ばならない。 

３ 市長は、支援事業の実施にあたり、関係団体及び身体障害者相談員等の理解と協



力が得られえるよう配慮しなければならない。 

 （実施事業） 

第４条の２ 市長は、支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。 

（１）手話通訳者等派遣事業 

（２）手話通訳相談員設置事業 

（３）手話奉仕員養成研修事業 

 （手話通訳者等派遣事業） 

第４条の３ 手話通訳者等派遣事業は、聴覚障害者等に、手話通訳、要約筆記等の方

法により聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者等の派遣等を 

 行い、意思疎通の円滑化を図ることを目的とし、次に掲げる事業を行うものとする。 

（１）手話通訳者派遣事業 

（２）手話奉仕員派遣事業 

（３）要約筆記者派遣事業 

（４）要約筆記奉仕員派遣事業 

（手話通訳者等の登録と取消し） 

第５条 手話通訳者等として、前条に規定する事業に応じることができる者は、手話

通訳者等登録申請書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の申請を受理したときは、手話通訳者等としての適否を審査し、登

録する場合は、手話通訳者等登録者名簿（様式第２号）に登載するとともに、手話

通訳者等に身分証明書（様式第３号）を交付する。 

３ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手話通訳者等の登録を取り消す

ことができる。この場合において、手話通訳者等は、速やかに身分証明書を返納し

なければならない。 

（１）手話通訳者等から、手話通訳者等辞退届（様式第４号）の提出があった場合 

（２）手話通訳者等として不適当であると認められるとき。 

 （秘密の保持） 

第６条 手話通訳者等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職

務を退いた後も同様とする。 

 （派遣の対象者） 

第７条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当

する者とする。 



（１） 聴覚障害者で手話通訳者等がいなければ意思伝達が困難な者 

（２） 県、市、社会福祉協議会等の公的機関及び障害者団体 

（３） その他市長が認める営利を目的としない催事等の主催者 

 （派遣の対象） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合に、手話通訳者等を派遣するも

のとする。 

（１）公的機関、医療機関等における相談、受診等社会生活で聴覚障害者等が手話通

訳等を必要不可欠とする場合 

（２）聴覚障害者等の社会参加の観点から、市長が手話通訳等を必要と認める場合 

（３）前条第２号及び第３号に掲げる者が、聴覚障害者又は一般市民のために実施す

る研修会、講演会、会議、交流事業等を開催する場合 

 （派遣の対象外） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手話通訳者等の派遣を行わ

ないものとする。 

（１）営業等、商業目的又は営利目的の活動に関する場合 

（２）政治団体や宗教団体が行う活動に関する場合 

（３）社会通念上、派遣することが適当でない場合 

（派遣の地域） 

第１０条 手話通訳者等を派遣する地域は、原則として各務原市内とする。ただし、

市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 

第１１条 削除 

 （派遣の申請） 

第１２条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、原

則として派遣を受けようとする日の７日前（第７条第２号又は第３号に掲げる者は、

１月前）までに、手話通訳者等派遣申込書（個人用）（様式第５号）又は手話通訳者

等派遣申込書（団体用）（様式第５号の２。以下これらを「申込書」という。）に必

要書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急等やむを得ない理由があると市長が認めるときは、 

この限りでない。 

（派遣の決定及び却下） 

第１３条 市長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに手話通訳者等の派遣の



可否を決定し、申請者に手話通訳者等派遣決定（却下）通知書（様式第６号）によ

り通知する。 

２ 市長は、前項の規定により手話通訳者等の派遣を決定したときは、手話通訳者等

の中から派遣可能な者を選定し、手話通訳者等派遣依頼書（様式第７号）により派

遣を依頼する。 

 （費用負担） 

第１４条 手話通訳者等の派遣に要する申請者の費用負担は、無料とする。ただし、

駐車料金等移動に関し個別に要した経費は、申請者が負担するものとする。 

 （報告書の提出） 

第１５条 手話通訳者等は、派遣の活動終了後、その活動内容等を手話通訳者等活動

報告書（日誌）（様式第８号）に記録し、毎月１０日までに手話通訳者等活動月例報

告書（様式第９号）と併せて前月分を市長に報告しなければならない。 

 （報償金） 

第１６条 市長は、前条の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに別表に定める

報償金を当該手話通訳者等に支給する。 

（派遣の調整の依頼等） 

第１６条の２ 市長は、手話通訳者等を派遣する地域が岐阜県内の他市町村の場合は

一般社団法人岐阜県聴覚障害者協会に、岐阜県外の場合は岐阜県聴覚障害者情報セ

ンターに手話通訳者等の派遣に関する調整を依頼することができる。 

２ 市長は、前項の規定による依頼により岐阜県内の他市町村又は岐阜県外の手話通

訳者等が派遣されたときは、当該依頼した機関に当該派遣に要する費用を支払うも

のとする。 

（手話通訳相談員設置事業） 

第１７条 手話通訳相談員設置事業は、聴覚障害者等の社会参加を促進するため、市

に手話通訳相談員を置くものとする。 

 （関係機関との連携） 

第１８条 手話通訳相談員は、職務の遂行に際し、福祉事務所、身体障害者更生相談

所、児童相談所等の関係機関と密接な連携を保たなければならない。 

 （手話奉仕員養成研修事業） 

第１９条 手話奉仕員養成研修事業は、聴覚障害者等との交流活動促進等の支援者

として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を



養成・研修するものとする。 

 （委託） 

第２０条 市長は、前条の事業を、各務原市社会福祉協議会に委託するも

のとする。 

 （その他） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか、支援事業の実施について必要な事項は、市

長が別に定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２２年７月１日決裁） 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成２５年４月１日決裁） 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日決裁） 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３０年１月３１日決裁） 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成３０年５月１５日決裁） 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

別表（第１６条関係） 

区 分 内 容 １名あたりの単価

手話通訳者・ 

要約筆記者 

活動時間が１時間以内の場合１回につき ２，６００円

活動時間が１時間を超えた場合３０分毎に １，０５０円

手話奉仕員・ 

要約筆記奉仕員 

活動時間が２時間未満の場合１回につき ２，０００円

活動時間が２時間以上の場合１回につき ３，５００円

 備考  

  １ 活動時間は、派遣先到着時刻から活動終了時刻までとする。 

  ２ 報償金には、派遣先までの交通費も含むものとする。 



様式第１号（第５条関係） 

年  月  日 

 （宛先）各務原市長 

手話通訳者等登録申請書  

 各務原市 

手話通訳者 

手話奉仕員 

要約筆記者 

要約筆記奉仕員 

として登録したいので、下記により申請します。 

登録年度    №    

ふりがな

 氏 名 
生年月日 

住  所
〒   － 電話番号

ＦＡＸ番号

手話通訳 

者等とし

て派遣可

能な曜日

及び時間

帯 

平日 月 火 水 木 金 土 

時間    昼のみ 夜のみ 

       （午前・午後   

            時～  時まで） 

日祝日のみ 時間 昼のみ 

                   夜のみ 

       （午前・午後 

            時～  時まで） 

 緊急連絡先 

 活動可能地区 

所属手話サークル等の名称 

振込先 

  振 込 先 預金種別 口座番号 口 座 名 義 人

          銀行 

店

その他
携帯電話 メーカー（           ）  番号（            ） 

           メールアドレス（                         ）

関 連 資 格

連 絡 事 項

等 

情 報 提 供

の可否等 

登録後は、手話通訳者等登録者名簿に記載されている事項のうち、氏名、

緊急連絡先及びメールアドレスの公表に 

承諾します     承諾しません   

       年  月  日      氏名            印 



様式第２号（第５条関係） 

手話通訳者等登録者名簿（        ）

登録番号 氏   名 生年月日 住      所 電話番号 緊急連絡先 メールアドレス 派遣可能地域・派遣可能日・時間



様式第３号（第５条関係） 

                               （表） 

身 分 証 明 書 

第   号

  住 所 

 氏 名 

   上記の者は各務原市意思疎通支援事業に登録した

であることを証明します。 

            年  月  日 

              各務原市長        印

（裏） 

留 意 事 項 

１       は、支援業務を行うにあたっては個人の人権を尊

重し、その身上に関する秘密はこれを守らなければならない。 

２ 本証は、支援事業の際には常に携帯するとともに、毀損し又は

紛失盗難した場合には直ちに市長に届けなければならない。 

３       は、登録を辞退する場合は市長に申し出るととも

に身分証明書を返還しなければならない。 

  また、登録事項に変更を生じた場合も同様に届けなければなら

ない。 



様式第４号（第５条関係） 

手話通訳者等辞退届 

次の理由により              の登録を辞退します。 

  （理由） 

                    年  月  日 

                      氏 名          印 

  （宛先）各務原市長 



様式第５号（第１２条関係） 

手話通訳者等派遣申込書（個人用） 

（宛先）各務原市長 

                                   申請日     年  月  日 

申 

込 

書 

氏 名                            

住 所 

 〒 

ＴＥＬ              ＦＡＸ 

メールアドレス     

（代理人が申し込む場合は、代理人の氏名・連絡先） 

 〒 

ＴＥＬ              ＦＡＸ 

派遣の種類  手話通訳者 ・ 手話奉仕員 ・ 要約筆記者 ・ 要約筆記奉仕員 

派遣年月日             年  月  日（  曜日） 

派遣予定時間 時   分  ～   時   分 

派遣場所  

待合せ場所 （   時   分頃） 

聴 覚 障 害

者 の人 数  
名 （団体で申込みの時は、必ず記入して下さい。） 

内容 

１ 医療等 

２ 司法等 

３ 事業所 

４ 教育等 

５ 社 会 

６ 福 祉 

７ その他 

具体的に 

（打ち合わせの有無） 有（時間・場所   ） ・ 無 

（要約筆記の場合） 

ＯＨＰ ・ ノートテイク ・ その他（      ）

備 考 

その他 

希望する手話通訳者等  なし ・ あり（              ） 

  ただし、要望にそえない場合があります。 

  備考 申込書は、派遣を受けようとする日の７日前までに提出して下さい。 



様式第５号の２（第１２条関係） 

手話通訳者等派遣申込書（団体用） 

 （宛先）各務原市長 

                       申請日    年  月  日 

申

込

者  

団体名  

住 所 

〒    －  

各 務 原 市  

               T E L  

代表者 

( 責 任 者 )

氏 名  

               T E L  

派遣の種類 手話通訳者 ・ 手話奉仕員 ・ 要約筆記者 ・ 要約筆記奉仕員 

派遣年月日       年  月  日（  曜日） 

派遣予定時間       時   分  ～   時   分 

派遣場所  

参加人数       名 

内  容  

（打ち合わせの有無） 有（時間・場所     ）・ 無 

（要約筆記の場合） 

  ＯＨＰ ・ ノートテイク ・ その他（      ） 

備  考   

 備 考  申込書は、派遣を受けようとする日の１月前までに提出してください。 

  なお、依頼の概要、参考資料等があれば添付してください。 



様式第６号（第１３条関係） 

手話通訳者等派遣決定（却下）通知書 

年  月  日 

                    様 

各 務 原 市 長  

   年  月  日付けで申し込みのあった手話通訳者等の派遣について、次の 

とおり決定（却下）したので通知します。 

派遣年月日  

派遣の種類 手話通訳者・手話奉仕員・要約筆記者・要約筆記奉仕員 

派遣予定時間 時   分  ～  時   分 

通訳の内容  

派遣場所  

待合せ時間 時   分 待合せ場所  

派遣する手話通訳者

等の氏名 

手話通訳者 手話奉仕員 要約筆記者 要約筆記奉仕員

備 考 

（却下理由） 

注意 待合わせ時間から３０分を過ぎてもお越しいただけないときは、手話通訳者等は、帰らせ

ていただく場合がありますので御承知下さい。 

   (教示) 

  １ この決定に不服がある場合は、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月

以内に、各務原市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを

知った日の翌日から起算して３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を

経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

  ２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

各務原市を被告として（訴訟において各務原市を代表する者は各務原市長となります。）、処

分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日

から起算して６か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して１年を経過すると処分

の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場

合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、

処分の取消しの訴えを提起することができます。 



様式第７号（第１３条関係） 

年  月  日 

手話通訳者等派遣依頼書 

                     様 

各務原市長           

  下記により        を依頼します。 

申

込

者

氏 名  

住 所 

 〒 

             ＴＥＬ 

             ＦＡＸ 

             メールアドレス 

（代理人の氏名及び連絡先：             ） 

派遣年月日  

派遣予定時間 時   分  ～  時   分 

通訳の内容  

派遣場所  

待合せ時間     時   分 待合せ場所  

派 遣 する手 話

通訳者等の 氏

名 

手話通訳者 手話奉仕員 要約筆記者 要約筆記奉仕員

備 考 



様式第８号（第１５条関係） 

手話通訳者等活動報告書（日誌） 

年  月  日 

（宛先）各務原市長    

                     手話通訳者等氏名 

活動月日 年  月  日 （ ） 

活動時間     時  分  ～   時  分まで（計  時間  分） 

＊ただし、昼食のための休憩時間は除く。（記入は５分単位） 

申 込 者           印 派遣場所  

対象者数 場 所 

ア 内容 

イ 通訳・要約筆記上の問題点等 

ウ その他 

備 考 



様式第９号（第１５条関係） 

手話通訳者等活動月例報告書 

      月分 

日 対 象 者  活動時間 場 所 通訳内容 

時間  分 

 １   ４   ７ 

   ２   ５ 

   ３   ６ 

時間  分 

   １   ４   ７ 

   ２   ５ 

   ３   ６ 

時間  分 

    １   ４   ７ 

   ２   ５ 

   ３   ６ 

時間  分 

   １   ４   ７ 

   ２   ５ 

   ３   ６ 

時間  分 

    １   ４   ７ 

   ２   ５ 

   ３   ６ 

  備考 

（１）対象者は、個人名又は大会、集会、団体名等を記入すること。 

（２）通訳内容は、１医療 ２司法 ３事業所 ４教育 ５社会 ６福祉 

７その他 とする。 

        年  月  日             

                                氏  名                      印 

  （宛先）各務原市長 


